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基 本 計 画  

 
施策３ 健康づくりの促進 
 

 

めざす姿（今後５年間で、この施策で近江八幡市がめざす姿） 

市民が健康管理における自助能力を高め、自らのライフステージ、ライフスタイルに応じ

たQOL*の実践と後押しする社会環境の充実により、平均寿命と健康寿命の差を縮めること

ができています。 

 

現状・課題 

健康への意識が高まる中で、ライフステージに応じた健康づくりの必要性が重視されています。また、生活

習慣病や疾病を予防・早期発見し、できるだけ長く健康に過ごすためには、食生活や運動等を通じた健康管

理、定期的な健（検）診の受診、生活習慣の改善や生活習慣病の発症予防・重症化予防が重要です。 

本市では、市民一人ひとりが自らの健康を守り、いきいきと暮らせるまちをめざして、２０１７（平成２９）年

６月に「健康なまちづくり推進宣言」を制定しました。また、特定健康診査*の受診勧奨に積極的に取組んでお

り、健康づくりに関する市民の意識も高まりつつあります。 

今後は、これまで取組んできた市民の健康づくりにおける自助能力を高めるだけでなく、次世代を担う子

どもや若い世代の健康づくりにおける、自助能力の向上を強化する必要があります。 

また、個人の健康づくりの取組を後押しする必要があることから、健康づくりを支援するひとづくり・社会

環境づくりに取組むとともに、病気や障がいがあっても、その人らしい生き方ができ、生活の質を向上する

生き方が健康長寿*に繋がるよう、社会全体でＱＯＬの向上を目的とした健康なまちづくりに取組む意識の醸

成と実践ができるためのシステム構築が必要です。 

 

ヘルスプロモーション

SDGs該当分野 

 

 

（資料）近江八幡市健康推進課 



取組方針（めざす姿の実現に向けて、近江八幡市として取組を進めていく基本的な方針） 

取組方針 主な取組 

①健康づくりの促進 
地域づくりを推進する０次予防*教育の実践により、市民が病
気や障がいの有無にかかわらず、その人らしく生き、地域で活
躍するための力を引き出します。また、関係機関や団体、学
校、企業等との連携により、必要な情報提供を行うなど、市民
がＱＯＬを高める主体的活動を支援します。 

健康なまちづくり推進宣言の普及、行政と
企業店舗が連携した健康づくりの環境整
備、メディアを活用した健康情報発信の充
実、健康推進員等健康づくり支援者の人材
育成、小児期からの望ましい生活習慣の確
立に向けた対策、０次予防教育においてＱ
ＯＬの向上につながる主体的な活動の推進
等 

②疾病予防につながる取組の強化 
生活習慣病や疾病の予防・早期発見のため、各種健（検）診の
未受診者に対して、受診啓発を強化するとともに、継続的な受
診定着につなげるよう努めます。また、早期治療、重症化予防
を推進するために重要である適切な医療受診につながるよ
う、受診勧奨を行います。 

地域活動団体および市民活動団体の事業
および運営支援に関する取組、市民自治推
進体制の整備、地域活動をサポートできる
職員の育成等 

③食育*の推進 
子どもから高齢者まで、ライフステージごとの課題に応じて、
食育を推進します。中でも、子どもや若い世代に望ましい食習
慣が定着するよう、家庭や学校、保育所(園)、幼稚園、こども
園*のほか、関係機関・地域等との連携を強化します。また、食
育を通じて、食文化の継承、や環境の保全、食と農のつながり
を伝える守る取組を行うとともに、食によるコミュニケーショ
ンの機会を創出することで、豊かな心を育みます。 

食育推進に向けたネットワークによる取組
の実践(幼稚園での農園活動)等 

 

指標（めざす姿の実現状況、あるいは実現に向けた取組状況を把握する指標） 

指標 
前期計画の目標値

(R5年度) 
現状値 

５年後の目標値

(R10年度) 

①自分が健康だと感じている市民の割合

「市民の主観的健康観」 

【健康と食育に関するアンケート調査】 

26.0％ 26.7% 28.0％ 

②特定健診の受診率 60.0% 44.5％ 60.0％ 

③主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を１日２

回以上ほぼ毎日食べている市民の割合 

【健康と食育に関するアンケート調査】 

45% 44.6% ５０％以上 

④０次予防センターで人材育成講座を受講

した人が社会活動を実践している人数 
15０人 9７人 15０人 

 

関連する市の計画 

 健康はちまん２１プラン（第２次） 

 近江八幡市すこやか親子２１計画  

 近江八幡市国民健康保険第２期保健事業実施計画

（データヘルス計画） 

 近江八幡市食育推進計画（第２次） 

 近江八幡市国民健康保険第３期特定健診・ 

特定保健指導実施計画 

 


